
市は、障がいを理由とする差別を行わないことや合理的配
慮に取り組む店舗等に「みんなにやさしいお店ちがさき」ス
テッカーを配布します。

＜ステッカーをもらうには？＞
①障がいを理由としてサービス提供や入店の拒否をしない
②合理的配慮の提供に努める
③従業員等への障がい者理解の普及啓発に努める

上記３項目を宣誓した市内店舗等にステッカーを配布します。
宣誓した店舗等は、「ちがさき障がい者支援アプリ」内の
「やさしいマップちがさき」（バリアフリーマップ）にも掲
載します。

対象事業者：市内の小売業者、飲食店業者、サービス業者等
の店舗

配布方法：ホームページの宣誓フォームより受付。
順次郵送にて配布します。
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詳細・宣誓は市ホームページより→→

問い合わせ
茅ヶ崎市障がい福祉課障がい者支援担当
（電話：0467-81-7160）


